
作品
募集
フォトコンテスト

なおかわ魅力発見！なおかわ魅力発見
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「なおかわ魅力発見フォトコンテスト」の
ご応募要領などが詳しく見られます。
「なおかわ魅力発見フォトコンテスト」の
ご応募要領などが詳しく見られます。



“なおかわ魅力発見”フォトコンテスト

■応募期間

■審査方法等

■各　賞

■了解事項

■責任事項

■応募方法

■応募資格

■応募規約

2021年 木 火

【１】審査日（予定）
　　　2021年1月
【２】審査員（予定）
　　　・佐伯市観光協会 直川支部長
　　　・佐伯市直川振興局長
　　　・佐伯市直川地区公民館長　
【3】審査基準
　　　佐伯市直川地域内で撮影された作品であること（撮影日・撮影時　
　　　期・ジャンルは不問
　　　　※原則として1人の応募者に対して入賞作品は各1点とします。
【4】審査結果発表
　　　審査結果は佐伯市観光協会ホームページ（SNS等）にて発表し（令
　　　和4年2月予定）、入賞者へは個別にお知らせします。
　　　　※コンテスト終了後、入賞作品については鉱泉センター直川にて
　　　　　展示します。

【１】応募の時点で、応募者は本応募要領に記載の諸条件に同意したもの
　　とみなします。
【２】本応募要領に取り決めのない事項については、主催者の判断により決
　　定します。
【３】応募にあたっては、応募者は事務局の運営方法に従うものとし、異議
　　を申し立てないものとします。

【１】作品の被写体についての肖像権その他の権利は、必ず承諾を得た上で
　　ご応募ください。
【２】応募作品に写っている被写体によって発生する肖像権・著作権侵害等
　　の責任は負いかねます。必ず権利者・被写体本人等の承諾を得た上で
　　ご応募ください。
【３】応募作品の取扱いは十分に注意いたしますが、万一の事故に対する責
　　任は負いかねます。
〈応募者の権利〉
　　【１】応募された作品の著作権は撮影者に帰属します。
　　【２】主催者は応募作品に関して以下の主催者の権利を持つものとし
　　　　ます。
〈主催者の権利〉
　　【１】コンテスト事務局は、必要と判断した場合には、応募規約を変更
　　　　できるほか適正な運用を確保するためのあらゆる対応をとること
　　　　ができるものとします。
　　【２】公序良俗に反したり、第三者を誹謗中傷・プライバシーを侵害す
　　　　る恐れのあるもの、また法令等に違反または犯罪行為に結びつく
　　　　ような作品と判断した場合は無効となります。
　　【３】応募規定に違反した場合は、入賞決定後でも入賞取り消しとなる
　　　　場合があります。
　　【４】応募作品はWEBや冊子等に掲載する場合があります。
　　【５】全ての応募作品は、広告宣伝・プロモーション・各種イベント等　
　　　　で、無償で使用させていただきます。
　　【６】コンテストサイトの利用または利用不能により生じる損害につい
　　　　て、主催者は一切責任を負いません。

個人による応募とし年齢やプロ・アマは問いません。どなた
でもお気軽にご応募下さい。

応 募 票
●作品タイトル／
●画像ファイル名／

●氏名／

●生年月日／

●住所／〒

●電話番号／
●撮影日／
●撮影箇所／

年　　　　月　　　　日　　　　　　　　歳

年　　　　月　　　　日　（判る範囲内で結構です）

応募規約に同意（します・しません） ※必ず○で囲んでください
※１作品につき１枚の応募票を添付して下さい。
※上記項目は必ず記入してください。

最優秀賞
優 秀 賞
佳 　 作

1点

3点

5点

佐伯市観光協会直川支部

直川地域特産品10,000円分 相当

直川地域特産品 5,000円分 相当

直川地域特産品 3,000円分 相当

お問い合わせ先

TEL 0972-58-2111 FAX 0972-58-2811

電話受付：月曜日～金曜日／9：00～17：00

〒879-3101 大分県佐伯市直川大字赤木105番地　直川振興局内
○ご応募は「佐伯市観光協会」のホームページからプリントアウトできます。または、佐伯市観光
協会･観光案内所・各振興局より入手してください。プリントアウトできない方は、ご連絡をいただ
ければ応募用紙をお送りいたします。

〔佐伯市観光協会ホームページ〕
http://www.visit-saiki.jp

キ　リ　ト　リ　線

キ
　
リ
　
ト
　
リ
　
線

ふりがな

『〝なおかわ魅力発見〟フォトコンテスト』係

127 2815

郵送先：〒879-3101　大分県佐伯市直川大字赤木105
番地（直川振興局）
佐伯市観光協会直川支部　『なおかわ魅力発見フォトコン
テスト』係

作品1点につき、1枚の応募票を必ず添付してください。応募
票はコピーでも構いません。

応募作品は未加工・未処理にてA4判サイズ(予定)にプリン
トし審査します。
応募票に住所、氏名、連絡先および写真の撮影箇所・タイ
トルを記入し同封してください。

写真データ（ＪＰＥＧ）が入った電子記録媒体（CD等）を郵
送にてご応募いただきます。
なお、応募された電子記録媒体（CD等）は返却しません。

応募規約を全てお読みいただき、ご同意いただいた方のみ
ご応募ください。なお、ご応募いただいた方は、本規約にご
同意いただいたとみなします。

本コンテストの審査結果に関するお問い合わせ及びクレー
ムには応じかねます。予めご了承ください。
応募者の住所、転居先が不明等の場合は、入賞を無効とさ
せていただきます。

お一人様3作品以内までご応募いただけますが、入賞はお
一人様一作品とさせていただきます。なお、応募票はコピー
でも構いません。

デジタル作品のみ（ＪＰＥＧに限る）とし、モノクロ・カ
ラー、横位置・縦位置も自由ですが、組み写真は不可です。

撮影に際しては安全確保に十分に注意し、危険な場所に
立ち入らないでください。なお、撮影に起因する事故やトラ
ブルの責任は一切負いかねます。

応募できる作品は佐伯市直川地域内で撮影した写真に限
り、応募者自身が撮影した未発表の作品に限ります。な
お、撮影日や時期については不問とし、過去に撮影した作
品も対象とします。
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※締切日消印有効


